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１．はじめに 

 風況観測マストを用いない風況観測手法として鉛

直ドップラーライダーによる風況観測が広く行われ

ており，平均風速に関しては従来の三杯風速計と同等

の結果が得られることが知られているが，ウィンドフ

ァーム認証のために必須となる乱流計測については

まだ課題が残されており 1)，ライダーにより求めた乱

流強度が実際の乱流強度を過大評価または過小評価

するメカニズムが明らかにされていない．また，ライ

ダーによる乱流計測については，ライダーにより求め

た水平風速に基づくのではなく，視線風速の標準偏差

から直接水平風速の標準偏差を求める手法も提案さ

れている 2)が，この手法の適用可能性も明らかにされ

ていない． 

本研究では地形の影響を受けない洋上を対象とし

て，乱流風速場を模擬的に発生させ，鉛直ライダーに

よる計測を模擬し，模擬的に計測された視線風速から

水平風速の乱流強度を推定する手法の検証を行い，ラ

イダーにより計測された乱流強度と実際の乱流強度

が異なるメカニズムを明らかにし，補正手法を提案す

るとともに，ライダーの視線風速の標準偏差から水平

風速の標準偏差を求める手法の適用可能性を明らか

にする．  

 

２．鉛直ライダーによる水平風速の変動成分の計測 

 本研究では岩谷 3)の手法に基づき指定したパワース

ペクトルとクロススペクトルを持つ模擬乱流場を発

生させた．乱流のパワースペクトルは von Kalman の

モデルを用い，コヒーレンスは指数コヒーレンスモデ

ルを用いた．また，平均風速は洋上を想定して，べき

指数 0.1 のべき則に従うとした．以下，座標系は水平

の風方向が𝑥軸，𝑥軸から反時計周りの風直角方向が𝑦

軸，鉛直方向が𝑧となるように定め，𝑥軸が東向き，𝑦軸

が北向きとする．また，発生させた瞬間風速𝐮の𝑥成分

を𝑢，𝑦成分を𝑣，𝑧成分を𝑤とする．  

鉛直ライダーとしてはパルス式ドップラーライダ

ーの Leosphere 社の Windcube v2 を模擬し，1 秒毎に北

東南西と鉛直方向にレーザー光を照射し，時刻𝑖秒に

おけるD𝑖方向の視線風速𝑉LOS,D𝑖
(𝑖, 𝑧)を計測した． 

𝑉LOS,𝐷𝑖
(𝑖, 𝑧) = 𝐮𝐱𝑖(𝑧)(𝑖) ⋅

𝐱𝑖(𝑧)

|𝐱𝑖(𝑧)|
 (1) 

ここで，𝐮𝐱𝑖(𝑧)(𝑖) = (𝑢𝐱𝑖(𝑧)(𝑖), 𝑣𝐱𝑖(𝑧)(𝑖), 𝑤𝐱𝑖(𝑧)(𝑖))は時刻

𝑖，位置𝐱𝑖(𝑧)における瞬間風速の三成分である．ま

た，𝐷𝑖はライダー視線方向のインデックス，𝐱𝑖(𝑧)は高

度𝑧におけるライダー風速計測位置であり，それぞれ

表 1 に示される． 

 

表 1 ライダー視線方向のインデックス 

𝑖 視線方向 𝐷𝑖 𝐱𝑖(𝑧) 

mod(𝑖, 5) = 1 北方向 N (0, 𝑧tan(𝜃0), 𝑧) 

mod(𝑖, 5) = 2 東方向 E (𝑧tan(𝜃0), 0, 𝑧) 

mod(𝑖, 5) = 3 南方向 S (0, −𝑧tan(𝜃0), 𝑧) 

mod(𝑖, 5) = 4 西方向 W (−𝑧tan(𝜃0), 0, 𝑧) 

mod(𝑖, 5) = 0 鉛直方向 V (0,0, 𝑧) 

 

 

図 1 鉛直ライダーの DBS モード 
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以下，単純化するため，時刻 1 秒から 5 秒までの間

で高さ 80m における水平風速を計測することを考え，

時刻1における北方向の視線風速𝑉LOS,E(1)を𝑉1，時刻2

における東方向の視線風速𝑉LOS,S(2)を𝑉2，時刻 3 にお

ける南方向の視線風速𝑉LOS,W(3)を𝑉3，時刻4における

西方向の視線風速𝑉LOS,N(4)を𝑉4とおく．また，高さ 80m

におけるライダー計測位置𝐱𝑖(𝑧)における風速𝐮𝐱𝑖(𝑧)(𝑖)

を𝐮𝑖 = (𝑢𝑖 , 𝑣𝑖 , 𝑤𝑖)とおく． 

鉛直ドップラーライダーの DBS モード(図 1)では，

通常下記の方法で水平風速を推定する．  

𝑉2 = 𝑢2sin𝜃0 + 𝑤2cos𝜃0  (2) 

𝑉4 = −𝑢4sin𝜃0 + 𝑤4cos𝜃0  (3) 

この 2 秒間の間，風速場が定常であると仮定すると，

ライダーによって計測された水平風速の東西成分

𝑢Lidarは下記のように計算できる． 

𝑢Lidar =
𝑉2 − 𝑉4

2sin𝜃0

 (4) 

式(2)と式(3)を式(4)に代入し，𝑢𝑗 = 𝑢�̅� + 𝑢′
𝑗, 𝑤𝑗 = 𝑤′

𝑗と

おき，平均風速は水平方向に一様である(𝑢2̅̅ ̅ = 𝑢4̅̅ ̅ = �̅�)

と仮定すると、ライダーによって計測された水平風速

𝑢Lidarは式(5)により表せる． 

𝑢Lidar = �̅� +
1

2
(𝑢′

2 + 𝑢′
4) +

cos𝜃0

sin 𝜃0

(𝑤′2 − 𝑤′4) (5) 

したがって，ライダーによって計測された水平風速

の分散𝜎Lidar
2 は式(6)のようになる． 

𝜎Lidar
2 = ⟨(

1

2
(𝑢′2 + 𝑢′4) +

𝑐𝑜𝑠𝜃0

2 𝑠𝑖𝑛 𝜃0

(𝑤′2 − 𝑤′4))

2

⟩ 

= ⟨
1

4
(𝑢′2

2 + 2𝑢′2𝑢′4 + 𝑢′4
2)

+
𝑐𝑜𝑠2𝜃0

4 𝑠𝑖𝑛2 𝜃0

(𝑤′2
2 − 2𝑤′2𝑤′4 + 𝑤′4

2)

+
𝑐𝑜𝑠𝜃0

2𝑠𝑖𝑛 𝜃0

(𝑢′2𝑤′2 − 𝑢′
2𝑤′

4

+ 𝑢′
4𝑤′

2 − 𝑢′
4𝑤′

4)⟩ 

(6) 

ここで，水平風速の標準偏差と鉛直風速の標準編偏差

は式(7)に示すように水平に一様であると仮定する． 

𝜎𝑢2
= 𝜎𝑢4

= 𝜎𝑢 

𝜎𝑤2
= 𝜎𝑤4

= 𝜎𝑤 
(7) 

また，水平風速の変動成分の空間相関を式(8)のよう

に定義する． 

𝜌𝑢𝑢 =
𝑢′

2𝑢′
4

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅

𝜎𝑢
2

 

𝜌𝑤𝑤 =
𝑤′

2𝑤′
4

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

𝜎𝑤
2

 

(8) 

その結果，ライダーによって計測された水平風速の

分散𝜎Lidar
2 は式(9)のようになる． 

𝜎Lidar
2 =

1

2
𝜎𝑢

2 +
1

2
𝜌𝑢𝑢𝜎𝑢

2

+
cos2𝜃0

2sin2 𝜃0

𝜎𝑤
2(1 − 𝜌𝑤𝑤𝜎𝑤

2 )

+
cos𝜃0

2sin 𝜃0

(𝑢′2𝑤′2
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ − 𝑢′

2𝑤′
4

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

+ 𝑢′
4𝑤′

2
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ − 𝑢′

4𝑤′
4

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅) 

(9) 

式(9)から，ライダーによって計測された水平風速か

ら標準偏差を求めても，実際の水平風速の標準偏差と

は一般的に一致しないことがわかる．なお，

𝜌𝑢𝑢 = 𝜌𝑤𝑤 = 1であり，レイノルズ応力項が無視で

きる場合には両者は完全に一致する．本研究では次

の 2 通りの方法で水平風速の変動成分を推定した． 

 

(1) 変動風速の相関を用いる方法 

式(9)の右辺第 4 項は変動風速の水平成分と鉛直

成分との相関，すなわち，レイノルズ応力であるが，

本研究の模擬風発生においてはレイノルズ応力は

考慮に入れていないため 0 とすることとした．式(9)

の右辺第 4 項を 0 として，変形すると式(10)が得ら

れる． 

𝜎𝑢 = √
2

1 + 𝜌𝑢𝑢

{𝜎𝑢_lidar
2 −

cos2𝜃

2sin2𝜃
(1 − 𝜌𝑤𝑤)𝜎𝑤

2} (10) 

この式を用いて，ライダーの水平風速から求めた標

準偏差から，真の水平風速の標準偏差を推定した．な

お，変動風速の相関𝜌𝑢𝑢と𝜌𝑤𝑤については，発生させた

乱流場から計算し，𝜌𝑢𝑢 = 0.74，𝜌𝑤𝑤=0.16 とした． 

 

(2) ライダー視線風速の標準偏差を用いる手法 2)
 

式(2)および式(3)からライダー視線風速の分散𝜎𝑉2
2

および𝜎𝑉4
2を計算すると，式(11)のようになる．  

𝜎𝑉2
2 = 𝜎𝑢2

2 sin2 𝜃0 + 𝜎𝑤2
2 cos2 𝜃0

+ 2𝑢2
′̅̅ ̅𝑤2

′̅̅̅̅ sin 𝜃0 cos 𝜃0 
𝜎𝑉4

2 = 𝜎𝑢4
2 sin2 𝜃0 + 𝜎𝑤4

2 cos2 𝜃0

− 2𝑢4
′̅̅ ̅𝑤4

′̅̅̅̅ sin 𝜃0 cos 𝜃0 

(11) 



 

 

ここで，風速場が 5 秒間にわたり一様であると仮定す

る(𝜎𝑢2
2 = 𝜎𝑢4

2 = 𝜎𝑢
2, 𝜎𝑤2

2 = 𝜎𝑤4
2 = 𝜎𝑤

2 , 𝑢2
′̅̅ ̅𝑤2

′̅̅̅̅ = 𝑢4
′̅̅ ̅𝑤4

′̅̅̅̅ )と，

式(11)から式(12)が導ける。 

𝜎𝑉2
2 + 𝜎𝑉4

2 = 2𝜎𝑢
2 sin2 𝜃0 + 2𝜎𝑤

2 cos2 𝜃0 (12) 

すなわち， 

𝜎𝑢
2 =

1

2 sin2 𝜃0

(𝜎𝑉2
2 + 𝜎𝑉4

2 − 2𝜎𝑤
2 cos2 𝜃0) (13) 

この式を用いて，視線風速の標準偏差から，水平風速

の標準偏差を求めることができる。 

 

３．水平風速の変動成分の評価  

前節で説明した手法により，水平風速の変動成分を

求め，元々の発生させた水平風速の変動成分と比較す

ることにより，それぞれの手法を検証した．検証にあ

たっては，高さ𝑧 = 80mとし，高さ 80m での平均風速

を 4m/s, 6m/s, 8m/s, 10m/s, 12m/s, 14m/s, 16m/s の 7 通り

に変化させ，風方向の乱れ強度を平均風速𝑉の関数と

して次式により設定した． 

𝐼1 =
𝐼ref(0.75𝑉 + 3.75)

𝑉
 (14) 

ここで，𝐼refの値は洋上での観測値に基づき 7%とし

た 4）．風直角方向の乱れ強度𝐼1と鉛直方向の乱れ強度𝐼3

は IEC61400-1 に従い次式で設定した． 

𝐼2 = 0.8𝐼1 

𝐼3 = 0.5𝐼1 
(15) 

ただし，平均風速が 8m/s のケースでは，鉛直方向の

乱流強度がライダーによって計測された乱流強度の

影響に与える影響を調べるために，𝐼3 = 0, 𝐼3 = 0.25𝐼1, 

𝐼3 = 0.75𝐼1, 𝐼3 = 𝐼1の 4 ケースも追加した．平均風速

8m/s を除くそれぞれのケースについて，乱流発生時の

乱数シードを 5 通りに変化させ，平均風速 8m/s のそれ

ぞれのケースでは乱数シードを 10 通りに変化させ，

計 80 ケースの乱流場を発生させた． 

 まず，鉛直の乱流強度がライダーによって計測され

る水平風速の変動成分に与える影響をみるために，風

速 8m/sのケースで𝐼3/𝐼1 = 𝜎3/𝜎1を変化させたケースに

ついて，ライダーによって計測された水平風速の変動

成分と実際の水平風速の変動成分の比𝜎𝑢,LIDAR/𝜎𝑢を図

2 に示す． 

この図から，鉛直風速の変動成分が大きい場合には

ライダーによって計測された水平風速の標準偏差は

実際の風速の標準偏差を過大評価することがわかる．

一方、鉛直風速の標準偏差が小さい場合には，反対に

ライダーによって計測された水平風速の標準偏差は

実際の風速の標準偏差を若干過小評価する．このこと

をもう少し詳しく見るために，式(9)に示すライダーに

よって計測された水平風速の分散の各成因を鉛直風

速の変動成分別にプロットしたものを図 3 に示す．  
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図 2 ライダーによって計測された水平風速の変動成

分の鉛直の乱れによる変化 
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図 3 ライダーによって計測された水平風速の変動成

分の分散の成因別割合 

 

式(9)右辺の最初の 2項は鉛直の乱流強度には関係な

く，水平方向の乱流強度にのみ関係する項であるため，

鉛直方向の変動風速成分の大きさに関わらず同じで

あるが，第 3 項以降は鉛直方向の変動成分に関する項

であり，鉛直風速の変動成分が大きくなるにつれ，大

きくなっており，このことが鉛直風速の変動成分が大

きい場合にライダーによって計測された乱流強度が

実際の乱流強度を過大評価することにつながること

がわかる． 

 次に，第 2 節で説明したライダーにより求めた水平



 

 

風速を補正する手法や，視線風速の標準偏差から水平

風速の標準偏差を求める手法を用いた場合の結果を

図 4 に示す．相関を用いる手法，視線風速の標準偏差

を用いる手法とも，鉛直の変動成分が大きい場合の過

大評価が改善されていることがわかる． 
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図 4 各手法により推定した水平風速の標準偏差 

 

最後に，発生させた全ての乱流風速場を対象として，

2 節で説明した 2 種類の手法を用いて求めた水平風速

の乱流強度と，実際の乱流強度の比較を図 5 に示す． 
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図 5 ライダーによって計測された水平風速の標準偏

差と実際の標準偏差の比較 

 

提案した手法により，変動風速の過大評価が解消さ

れ，回帰直線の傾きは補正前の 1.13 から 1.00 および

0.97 に改善した．しかし，両方の手法ともばらつきが

若干増加し，決定係数は補正前の 0.99 から 0.97 に低

下した． 

 

４．まとめ 

本研究では，洋上を対象として模擬乱流場を発生さ

せ，鉛直ライダーを模擬したシミュレーションにより

水平風速の乱流強度を求め，真の水平風速の乱流強度

により検証し，以下の結論が得られた． 

1. 鉛直風速の変動成分が小さい場合には，ライダー

によって計測された水平風速から求めた標準偏

差は実際の標準偏差を過小評価する。一方，鉛直

風速の標準偏差が大きい場合には，ライダーによ

って計測された水平風速から求めた標準偏差は

実際の標準偏差を過大評価する．これは，ライダ

ーによって求めた水平風速の標準偏差には，鉛直

風速の標準偏差による項が含まれるためである． 

2. ライダーによって計測された水平風速および乱

流の相関から水平風速の標準偏差を求める手法

を提案した．この手法により求めた水平風速の標

準偏差は実際の標準偏差とよく一致した．しかし，

この手法ではライダーにより視線風速を計測す

る場所における，乱流の風方向の相関および鉛直

方向の相関を求める必要がある． 

3. ライダーの視線風速の標準偏差を利用し，水平風

速の標準偏差を求める手法を適用した．この手法

により求めた水平風速の標準偏差は実際の標準

偏差とよく一致したが，ばらつきが若干増加した． 
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